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★ 年末年始の交通事故防止運動 1 日(月)～10 日(水) ★ 
(1) こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保と反射材用品や明るい目立つ色の服装等の着用促進 
  ● 横断歩道を渡る場合、歩行者の方は手を上げて運転者に横断合図（手を上げる動作とアイコンタクト）  

    をドライバーの方は、確実に一時停止して歩行者に対して「渡ってください」 

     の動作とアイコンタクトで合図をしましょう！ 

  ● 早朝、薄暮、夜間等に外出する際は、明るい服装(白色や黄色等)と反射材 

      を着用し、運転者に自分をアピールしましょう！ 

(2) 飲酒運転等の根絶と夕暮れ時・夜間の早めのライと点灯やハイビームの活促進 

   ● 悪質・危険な飲酒運転やあおり運転を絶対に許さないためにも情報提供をお願いします。 

   ● 夕暮れ時の早めのライト点灯を実践し、ハイビームを活用して歩行者等の早期発見に努めましょう。 

(3) 自転車等の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメット着用の促進 

● 車道が原則(歩道は例外、歩行者を優先)、夜間はライト点灯し、交差点では信号と一時停止を守りまし   

 ょう！ ※16歳以上に反則金導入(2026年４月 1日施行予定) 

● 自転車乗用中はヘルメットを着用しましょう！(※令和５年４月１日より努力義務化) 

 

  ～拉致問題と人権侵害問題についての関心と認識を深めましょう～   
 国民の間に広く拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めることを目的  

として、毎年 12月 10日から 16日までの１週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められています。 
警察では、日本人の拉致被害者 17人と、日本国内から拉致された朝鮮籍の姉弟２人の、計 19人を北朝鮮

に拉致された被害者と判断して、拉致に関与した北朝鮮工作員など 11人について逮捕状の発付を得て国際手

配し、捜査を行っています。 

 そのうち兵庫県関係の拉致被害者は、有本
ありもと

 恵子
けいこ

さんと田中
たなか

 実
みのる

さんです。 

 現在「北朝鮮に拉致されたのではないか」と家族から相談や届出を受け、北朝鮮による「拉致の可能性を排除

できない行方不明者」として警察が捜査・調査している方々は、全国で 871名となっています。そのうち兵庫県警

察が主として捜査・調査を行っている方々は 36名です（令和６年 9月 30日現在）。 

 兵庫県警察では、北朝鮮による拉致被害者である有本恵子さん、田中実さんに関する情報や「拉致の可能性

を排除できない行方不明者」の方々に関する情報の提供を求めています。兵庫県警察ホームページには、事案

の概要や顔写真を掲載していますで、お心当たりのある方は、兵庫県警察本部外事課又は最寄り警察署の警

備課まで情報をお寄せください。皆様のご協力をお願いします。 

                  兵庫県警察本部外事課(０７８) ３４１－７４４１（代表) 
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